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1 

 

様式－7 

要求事項との対比表 

技術基準規則 
設工認申請書 

基本設計方針 

事業変更許可申請書 

本文 

事業変更許可申請書 

添付書類六 
備考 

（材料及び構造） 

第十四条 使用済燃料貯蔵施設に属する容

器、管及びこれらの支持構造物のうち、使

用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保

する上で必要なもの（以下この項において

「容器等」という。）の材料及び構造は、次

に掲げるところによらなければならない。

この場合において、第一号及び第三号の規

定については、法第四十三条の九第二項に

規定する使用前事業者検査の確認を行うま

での間適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 容器等に使用する材料は、次に掲げる

ところによるものであること。 

イ 容器等が、その使用される圧力、温度、

水質、放射線、荷重その他の使用条件に対

して適切な機械的強度及び化学的成分（使

用中の応力その他の使用条件に対する適切

な耐食性を含む。）を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10 材料及び構造 

使用済燃料貯蔵施設の設計，材料の選定，

製作，工事及び検査は，適切と認められる

規格及び基準による設計とする。 

①基本的安全機能を維持する上で重要な

金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間

（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期

間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間における温度，放射線等の環境及びその

環境下での腐食，クリープ，応力腐食割れ

等の経年変化に対して十分な信頼性のある

材料を選定し，その必要とされる強度，性

能を維持し，必要な安全機能を失うことの

ない設計とする。 

金属キャスクは，金属キャスク本体内面，

バスケット及び使用済燃料集合体の腐食，

クリープ，応力腐食割れ等を防止するため

に，使用済燃料集合体を不活性ガスである

ヘリウムとともに封入して貯蔵する設計と

する。また，金属キャスク表面の必要な箇

所には，塗装による防錆措置を講ずる。 

 

1.1.10.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台が，その使

用される圧力，温度，水質，放射線，

荷重その他の使用条件に対して適切な

機械的強度及び化学的成分（使用中の

応力その他の使用条件に対する適切な

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及

び設備並びに貯蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及

び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

使用済燃料貯蔵施設は，(1)から

(7)に加え，次の方針に基づき安全設

計を行い，「使用済燃料貯蔵施設の

位置，構造及び設備の基準に関する

規則」等に適合する設計とする。 

ａ．①基本的安全機能を維持する上

で重要な金属キャスクの構成部材

は，設計貯蔵期間（50年間）に加

えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する60年

間における温度，放射線等の環境

及びその環境下での腐食，クリー

プ，応力腐食割れ等の経年変化に

対して十分な信頼性のある材料を

選定し，その必要とされる強度，

性能を維持し，必要な安全機能を

失うことのない設計とする。 

金属キャスクは，金属キャスク本

体内面，バスケット及び使用済燃料

集合体の腐食，クリープ，応力腐食割

れ等を防止するために，使用済燃料

集合体を不活性ガスであるヘリウム

とともに封入して貯蔵する設計とす

る。また，金属キャスク表面の必要な

箇所には，塗装による防錆措置を講

ずる。 

 

ｅ．使用済燃料貯蔵施設の設計，材料の

選定，製作，工事及び検査は，適切

と認められる規格及び基準によるも

1.1.11 その他 

1.1.11.1 長期貯蔵に対する考慮 

(1) 基本的安全機能を維持する上で重要

な金属キャスクの構成部材は，設計貯

蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60 年間における温度，放

射線等の環境及びその環境下での腐

食等の経年変化に対して十分な信頼

性のある材料を選定し，その必要とさ

れる強度，性能を維持し，必要な安全

機能を失うことのない設計とする。 

(2) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の

健全性及び基本的安全機能を有する

構成部材の健全性を適切に保つ観点

から，使用済燃料集合体を不活性ガス

とともに封入して貯蔵する設計とす

る。 

 

1.2.14 金属キャスク 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済

燃料集合体は，金属キャスクに収納され

た状態で施設に搬入し，別の容器に詰め

替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を

貯蔵する機能を有するとともに，使用済

燃料集合体の事業所外運搬に用いる輸送

容器としての機能を併せもつ鋼製の乾式

容器であり，その設計においては，設計

貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60年間の経年変化を考慮する。 

２ について 

基本的安全機能を維持する上で重要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①差異なし 
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技術基準規則 
設工認申請書 

基本設計方針 

事業変更許可申請書 

本文 

事業変更許可申請書 

添付書類六 
備考 

 

 

ロ 使用済燃料等を閉じ込めるための容器

（以下この項において「密封容器」という。）

に使用する材料にあっては、当該密封容器

が使用される圧力、温度、放射線、荷重そ

の他の使用条件に対して適切な破壊じん性

を有することを機械試験その他の評価方法

により確認したものであること。 

ハ 管及び支持構造物に使用する材料にあ

っては、当該管及び支持構造物の最低使用

温度に対して適切な破壊じん性を有するこ

とを機械試験その他の評価方法により確認

したものであること。 

ニ 有害な欠陥がないことを非破壊試験に

より確認したものであること。 

 

 

 

 

二 容器等の構造及び強度は、次に掲げる

ところによるものであること。 

イ 取扱い時及び貯蔵時において、全体的

な変形を弾性域に抑えること。 

ロ 密封容器にあっては、破断延性限界に

十分な余裕を有し、金属キャスクに要求さ

れる機能に影響を及ぼさないこと。また、

閉じ込め機能（事業許可基準規則第二条第

二項第三号ハに規定する閉じ込め機能をい

う。）を担保する部位（ハにおいて「密封シ

ール部」という。）については、変形を弾性

域に抑えること。 

ハ 密封容器にあっては、試験状態におい

て、全体的な塑性変形が生じないこと。ま

た、密封シール部については、変形を弾性

域に抑えること。 

ニ 密封容器及び支持構造物にあっては、

取扱い時及び貯蔵時において、疲労破壊が

耐食性を含む。）を有する設計とする。 

 

 

(2) 破壊じん性 

ａ．密封容器に使用する材料は，当該密封

容器が使用される圧力，温度，放射線，

荷重その他の使用条件に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験そ

の他の評価方法により確認する。 

 

ｂ．貯蔵架台に使用する材料は，当該貯蔵

架台の最低使用温度に対して適切な破

壊じん性を有することを機械試験その

他の評価方法により確認する。 

 

(3) 非破壊試験 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台に使用する

材料は有害な欠陥のないことを非破壊

試験により確認する。 

 

 

1.1.10.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

ａ．金属キャスクおよび貯蔵架台は，取扱

い時及び貯蔵時において，全体的な変

形を弾性域に抑える設計とする。 

ｂ．密封容器は，破断延性限界に十分な余

裕を有し，金属キャスクに要求される

機能に影響を及ぼさない設計とする。

また，密封シール部については，変形

を弾性域に抑える設計とする。 

 

 

ｃ．密封容器は，試験状態において，全体

的な塑性変形が生じない設計とする。

また，密封シール部については，変形

を弾性域に抑える設計とする。 

(2) 疲労破壊の防止 

のとする。 

 

 

 

金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期

間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係

る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60 年間における温度，放射線等の環境及

びその環境下での腐食，クリープ，応力

腐食割れ等の経年変化に対して十分な信

頼性のある材料を選定し，その必要とさ

れる強度，性能を維持し，必要な安全機

能を失うことのない設計とする。 

金属キャスク本体内面，バスケット及

び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，

応力腐食割れ等を防止するために，使用

済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウ

ムとともに封入して貯蔵する設計とす

る。また，金属キャスク表面の必要な箇

所には，塗装による防錆措置を講ずる。 

 

 

3. 使用済燃料貯蔵設備本体 

3.1 概要 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャス

ク及び金属キャスクを床面に固定するため

の貯蔵架台で構成する。 

使用済燃料貯蔵設備本体の概要図を第 3.1

－1 図に示す。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯

蔵する機能を有するとともに，使用済燃料

集合体の事業所外運搬に用いる輸送容器と

しての機能を併せもつ鋼製の乾式容器であ

るため，その設計においては，設計貯蔵期

間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る

期間等を考慮した十分な余裕を有する 60

年間の経年変化を考慮する。 

金属キャスクを用いることにより，使用

済燃料貯蔵施設に搬入された後も使用済燃

料集合体を別の容器に詰め替えることなく

貯蔵を行う。 
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技術基準規則 
設工認申請書 

基本設計方針 

事業変更許可申請書 

本文 

事業変更許可申請書 

添付書類六 
備考 

生じないこと。 

ホ 取扱い時及び貯蔵時において、座屈が

生じないこと。 

 

 

 

 

三 密封容器の主要な耐圧部の溶接部（溶

接金属部及び熱影響部をいう。以下この号

において同じ。）は、次に掲げるところによ

るものであること。 

イ 不連続で特異な形状でないものである

こと。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶

込み不良その他の欠陥がないことを、非破

壊試験により確認したものであること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切

な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技

能を有する溶接士であることをあらかじめ

確認したものにより溶接したものであるこ

と。 

２ 使用済燃料貯蔵施設に属する容器及び

管のうち、使用済燃料貯蔵施設の基本的安

全機能を確保する上で重要なものは、適切

な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著しい漏えいがないよ

うに設置されたものでなければならない。 

 

 

 

 

ａ．密封容器及び貯蔵架台は，取扱い時及

び貯蔵時において，疲労破壊が生じな

い設計とする。 

(3) 座屈による破壊の防止 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い

時及び貯蔵時において，座屈が生じな

い設計とする。 

 

1.1.10.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属

部及び熱影響部をいう。）について 

密封容器の主要な耐圧部の溶接部は，次

とおりとする。 

(1) 不連続で特異な形状でない設計とす

る。 

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがな

く，かつ，健全な溶接部の確保に有害な

溶込み不良その他の欠陥がないことを，

非破壊試験により確認する。 

(3) 適切な強度を有する設計とする。 

(4) 機械試験その他の評価方法により適

切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接士であることをあら

かじめ確認した溶接とする。 

 

1.1.10.4  耐圧試験又は漏えい試験につい

て 

金属キャスクは，適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき，これに耐え，かつ，

著しい漏えいがない設計とする。 

3.2 設計方針 

(7) 長期健全性 

基本的安全機能を維持する上で重要

な金属キャスクの構成部材は，設計

貯蔵期間（50年間）に加えて事業所

外運搬に係る期間等を考慮した十分

な余裕を有する 60 年間における温

度，放射線等の環境及びその環境下

での腐食等の経年変化に対して十分

な信頼性のある材料を選定し，その

必要とされる強度，性能を維持し，

必要な安全機能を失うことのないよ

うに設計する。 

金属キャスクは，金属キャスク本体

内面，バスケット及び使用済燃料集

合体の腐食，クリープ，応力腐食割

れ等を防止するために，使用済燃料

集合体を不活性ガスであるヘリウム

とともに封入して貯蔵する設計とす

る。また，金属キャスク表面の必要

な箇所には，塗装による防錆措置を

講ずる。 
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